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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月24日(2017.11.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞集団が治療薬として適しているか否かを判定するための方法であって、
　（ａ）塩基性線維芽細胞増殖因子（ｂＦＧＦ）、血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）、ヘ
レグリンおよびｃＡＭＰを含む分化培地中で、少なくとも２日間、未分化間葉系幹細胞（
ＭＳＣ）集団をインキュベートして、分化ＭＳＣ集団を得るステップと、
　（ｂ）前記分化ＭＳＣ集団におけるＣＤ４９ａの発現を分析するステップであって、Ｃ
Ｄ４９ａの発現量が所定のレベルを上回ることをもって、前記細胞集団が治療薬として適
していることの指標とするステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記ＣＤ４９ａの発現を分析するステップが、前記分化ＭＳＣ集団中のＣＤ４９ａを発
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現している細胞数を分析するステップを含み、前記細胞数が８０％超であることをもって
、前記細胞集団が治療薬として適していることの指標とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＣＤ４９ａの発現を分析するステップが、前記分化ＭＳＣ集団におけるＣＤ４９ａ
の発現レベルを分析するステップを含み、分化ＭＳＣ集団におけるＣＤ４９ａ発現レベル
が、未分化ＭＳＣ集団におけるＣＤ４９発現と比較して２倍超に増加することをもって、
前記細胞集団が治療薬として適していることの指標とし、但し、前記分化ＭＳＣ集団およ
び前記未分化ＭＳＣ集団は同一ドナー由来である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＭＳＣが骨髄に由来する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記インキュベートするステップは６日間を超えない、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記細胞から分泌された神経栄養因子の量を決定するステップをさらに含み、前記神経
栄養因子の量が所定のレベルを上回ることをもって、前記細胞集団が治療薬として適して
いることのさらなる指標とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記神経栄養因子が、ＧＤＮＦ、ＶＥＧＦおよびＨＧＦからなる群から選択される、請
求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記分化培地が、ホスホジエステラーゼ阻害剤を含まない、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記分化培地が、トリヨードチロニンを含まない、請求項１または８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記分析するステップが、フローサイトメトリーによって実施される、請求項１に記載
の方法。
【請求項１１】
　神経栄養因子を分泌する細胞へとｅｘ　ｖｉｖｏで分化した間葉系幹細胞の単離された
集団であって、塩基性線維芽細胞増殖因子（ｂＦＧＦ）、血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ
）、ヘレグリンおよびｃＡＭＰを含む分化培地中における少なくとも２日間のインキュベ
ーションによって分化ＭＳＣ集団となり、前記集団の細胞の少なくとも８０％がＣＤ４９
ａを発現している、単離されたＭＳＣ集団。
【請求項１２】
　前記ＭＳＣ集団の細胞の少なくとも９０％がＣＤ４９ａを発現している、請求項１１に
記載の単離されたＭＳＣ集団。
【請求項１３】
　免疫関連疾患または炎症関連疾患の治療用神経栄養因子を分泌する細胞へとｅｘ　ｖｉ
ｖｏで分化させた間葉系幹細胞の、疾患治療のための使用であって、前記免疫関連疾患ま
たは炎症関連疾患が、神経変性疾患または重症筋無力症ではない使用。
【請求項１４】
　前記細胞集団の少なくとも８０％がＣＤ４９ａを発現している、請求項１３に記載の使
用。
【請求項１５】
　前記細胞が、塩基性線維芽細胞増殖因子（ｂＦＧＦ）、血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ
）、ヘレグリンおよびｃＡＭＰを含む分化培地中でのインキュベーションによってｅｘ　
ｖｉｖｏで分化されたものである、請求項１３に記載の使用。
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